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【リスクについて】 

お取引いただく各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、丌動産相場、商品相場等 の価格の変動等および有価証券の発行者等の信

用状況（財務・経営状況含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生じるおそれ（元本欠損リスク）、

または元本を超過する損失を生じるおそれ（元本超過損リスク）があります。 

信用取引を行う場合は、信用取引の額が当該取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額（以下「委託保証金等の額」

といいます）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金

等の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。 

【手数料について】 

お取引いただく商品等へのご投資には、各商品等に所定の委託手数料等をご負担いただきます。（例えば、現物株式を注文する場合は、

約定代金に対して最大手数料率 1.2075％〈税込/約定金額 100 万円以下の場合〉、ただし最低手数料 2,625 円。投資信託の場合は銘

柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経貹、等をご負担いただく場合があります。債券を募集、売出し等又は相対取引に

より購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。（購入単価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。個人向

け国債の場合は、別途、初回の利子の調整額をお支払いいただく場合があります。）また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、

または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとします。 

信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品

貸料をお支払いいただきます。 

信用取引の委託保証金について 

● 信用取引を行うにあたっては、委託保証金（有価証券により代用することが可能です）を担保として差し入れていただきます。 

● 委託保証金は、売買代金の３0％以上、かつ５0 万円以上が必要です。 

 

手数料等およびリスク等については、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またお客様向け資料等をよくお読みください。 

重要なお知らせ 


